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令和４年横審第７号 

裁    決 

水上オートバイＡ水上オートバイＢ衝突事件 

 

受  審  人  ａ 

職  名 Ａ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

受  審  人  ｂ 

職  名 Ｂ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

 

本件について、当海難審判所は、理事官桐井晋司出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和３年１０月３日０９時４５分 

静岡県西倉沢漁港東方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 水上オートバイＡ  水上オートバイＢ 
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  総 ト ン 数 ０.１トン      ０.１トン 

  登 録 長 ２.８５メートル   ２.７２メートル 

  機関の種類 電気点火機関    電気点火機関 

   出   力 ２１３キロワット  １１２キロワット 

３ 事実の経過 

Ａは、最大とう載人員３人のＦＲＰ製水上オートバイで、ａ受審人

が１人で乗り組み、救命胴衣を着用し、遊走の目的で、船首０.１５

メートル船尾０.２５メートルの喫水をもって、令和３年１０月３日

０９時２５分頃静岡県清水港に所在する水上オートバイ専門店付近の

砂浜を発し、西倉沢漁港東方沖合に向かった。 

ところで、西倉沢漁港東方沖合には、定第１５号と称される漁場区

域が許可されており、その中には周年にわたり定置網が敷設されてい

た。 

ａ受審人は、平素遊走している前示漁港東方沖合まで、ｂ受審人を

案内することとしてＢに先行し、毎時８０.０キロメートルの速力

（対地速力、以下同じ。）で陸岸に沿って北上して前示漁港東方沖合

に到着し、０９時４０分静岡市清水区所在の三等三角点八木間村（以

下「八木間村三角点」という。）から０４７度（真方位、以下同じ。）

１,４５０メートルの地点付近で、発航地に帰ることとし、機関をア

イドリング状態にして船首を南東方に向けて漂泊を始めたのち、左手

を上げて清水港の方向を指差してｂ受審人に発航地に向かうことを知

らせ、Ｂを先行させるつもりで同船が航過するのを待っていた。 

ａ受審人は、０９時４５分僅か前八木間村三角点から０４７度

１,４５０メートルの地点で、船首が１３５度を向いていたとき、Ｂ

が左舷船尾６７度９０メートルのところとなり、その後同船が自船に

向首して衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、ｂ受審
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人が平素、自船から安全な距離を取って遊走していたので、今回もＢ

が安全な距離を保って航過するものと思い、同船に対する動静監視を

十分に行わなかったので、この状況に気付かなかった。 

こうして、ａ受審人は、避航を促す音響信号を行うことも、衝突を

避けるための措置をとることもなく漂泊を続け、０９時４５分八木間

村三角点から０４７度１,４５０メートルの地点において、Ａは船首

が１３５度を向いたまま、その左舷船尾部にＢの船首が後方から６７

度の角度で衝突した。 

当時、天候は晴れで風力３の南西風が吹き、潮候はほぼ低潮時にあ

たり、視界は良好であった。 

また、Ｂは、最大とう載人員３人のＦＲＰ製水上オートバイで、ｂ

受審人が１人で乗り組み、救命胴衣を着用し、遊走の目的で、船首

０.１５メートル船尾０.２５メートルの喫水をもって、同日０９時２５

分頃清水港に所在する水上オートバイ専門店付近の砂浜を発し、西倉

沢漁港東方沖合に向かった。 

ｂ受審人は、Ａの右舷船尾方約１００メートルのところを追走し、

毎時８０.０キロメートルの速力で陸岸に沿って北上中、０９時４０

分西倉沢漁港東方沖合でＡが停船したので、同船を航過したのち減速

し、発航地に帰ることとして反転し、漂泊した。 

ｂ受審人は、０９時４４分半少し過ぎ八木間村三角点から０４３.５

度１,７１０メートルの地点で、右舷船首約３００メートルのところ

に船首を南東方に向けているＡを視認し、同船が先に発進しているよ

うに見えたので、Ａを追いかけるつもりで発進し、左舷船首方の定置

網を見ながら増速した。 

ｂ受審人は、０９時４５分僅か前八木間村三角点から０４６度

１,５２０メートルの地点で、針路を２０２度に定め、毎時８０.０キ
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ロメートルの速力で進行していたとき、Ａが正船首９０メートルのと

ころとなり、同船が移動しないことから、漂泊していることがわかり、

その後Ａに向首して衝突のおそれがある態勢で接近する状況であった

が、同船が自船より先に発進して自船と同じ速力で遊走するので接近

することはないと思い、Ａに対する動静監視を十分に行わなかったの

で、この状況に気付かなかった。 

こうして、ｂ受審人は、Ａを避けることなく続航し、Ｂは、原針路

及び原速力のまま、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは、左舷船尾部外板に亀裂を伴う擦過傷等を生じ、

のちに廃船処理され、Ｂは、船首部船底外板に擦過傷を生じたが、の

ちに修理され、ａ受審人が左下腿切断を負った。 

 

（航法の適用） 

本件は、西倉沢漁港東方沖合において、漂泊中のＡと航行中のＢが衝

突したもので、同水域には特別法の適用がないので、一般法である海上

衝突予防法が適用される。 

海上衝突予防法には、航行中の船舶と漂泊中の船舶との関係について

の航法規定がないので、同法第３８条及び第３９条の船員の常務により

律するのが相当である。 

 

（原因及び受審人の行為） 

本件衝突は、西倉沢漁港東方沖合において、係留地に向けて航行中の

Ｂが、動静監視不十分で、前路で漂泊中のＡを避けなかったことによっ

て発生したが、Ａが、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をと

らなかったことも一因をなすものである。 

ｂ受審人は、西倉沢漁港東方沖合において、係留地に向けて航行中、
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前路に漂泊中のＡを認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、

同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同

人は、Ａが自船より先に発進して自船と同じ速力で遊走するので接近す

ることはないと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務

上の過失により、衝突のおそれのある態勢で接近する状況であることに

気付かず、Ａを避けることなく進行して衝突を招き、自船、Ａ両船にそ

れぞれ損傷を生じさせ、ａ受審人を負傷させるに至った。 

以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

ａ受審人は、西倉沢漁港東方沖合において、Ｂを先行させるつもりで

漂泊する場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動

静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、ｂ受審人

が平素、自船から安全な距離を取って遊走していたので、今回もＢが安

全な距離を保って航過するものと思い、同船に対する動静監視を十分に

行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近して

いるＢに気付かず、衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続け

て衝突を招き、自船、Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさせ、自身が負傷す

るに至った。 

以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和４年１１月１０日 

横浜地方海難審判所 
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審 判 官  岩  﨑  欣  吾 


